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指
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指
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台
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七
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八
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収
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九

〇
政
治
団
体
の
収
支
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告
書
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平
成
三
十
一
年
分
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九

〇
資
金
管
理
団
体
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届
出
事
項
の
異
動
届 

九

〇
資
金
管
理
団
体
の
指
定
取
消
し
等
の
届
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一
〇

収
用
委
員
会

〇
県
道
石
巻
鮎
川
線
十
八
成
浜
事
件
公
示
送
達 

一
〇

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
十
五
号

　

理
容
師
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
第
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
理
容
師
資
格
認

定
講
習
会
及
び
美
容
師
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
美
容

師
資
格
認
定
講
習
会
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

講
習
会
の
主
催
者
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

　
　

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
十
六
号

二　

講
習
会
の
日
程
及
び
会
場

　

１　

管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会

　
　

㈠　

日
程

　
　
　
　

令
和
元
年
九
月
三
十
日
（
月
）、
十
月
七
日
（
月
）、
及
び
十
月
二
十
一
日
（
月
）

　
　

㈡　

会
場

　
　
　
　

東
京
エ
レ
ク
ト
ロ
ン
ホ
ー
ル
宮
城

　
　
　
　

仙
台
市
青
葉
区
国
分
町
三
丁
目
三
番
七
号

　

２　

管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会

　
　

㈠　

日
程

　
　
　
　

令
和
元
年
九
月
三
十
日
（
月
）、
十
月
七
日
（
月
）、
及
び
十
月
二
十
一
日
（
月
）

　
　

㈡　

会
場

　
　
　
　

東
京
エ
レ
ク
ト
ロ
ン
ホ
ー
ル
宮
城

　
　
　
　

仙
台
市
青
葉
区
国
分
町
三
丁
目
三
番
七
号

三　

受
講
料

　
　

一
人
に
つ
き
一
万
六
千
円

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
十
六
号

　

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
概
要

　
　

別
冊
の
と
お
り
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二　

認
可
年
月
日

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
渡
波
字
大
森
一
九
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

魚
つ
き

三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
十
八
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

気
仙
沼
市
赤
岩
物
見
七
九
の
二
二
か
ら
七
九
の
二
七
ま
で
、
七
九
の
二
九
、
七
九
の
三
〇
、
八
一
の
二
一

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

水
源
の
涵か

ん

養

　

３　

解
除
の
理
由

　
　
　

道
路
及
び
駐
車
場
用
地
と
す
る
た
め

二
１　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

 　

気
仙
沼
市
赤
岩
物
見
八
一
の
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
八
一
の
一
〇
、
八
一
の
一
五
か
ら
八
一
の

二
〇
ま
で
、
八
一
の
二
二
、
八
一
の
二
三

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

公
衆
の
保
健

　

３　

解
除
の
理
由

　
　
　

道
路
及
び
駐
車
場
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
気
仙
沼
市
役
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
十
九
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

気
仙
沼
市
本
吉
町
午
王
野
沢
三
五
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

水
源
の
涵か

ん

養

三　

解
除
の
理
由

　
　

砂
防
設
備
用
地
と
す
る
た
め

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林
整
備
課
）
及
び
気
仙
沼
市
役
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

柴
田
郡
村
田
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

水
源
の
涵か

ん

養

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　
　

柴
田
郡
村
田
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）
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⑵　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　
　

⑶ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑷　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

柴
田
郡
村
田
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　
　

柴
田
郡
村
田
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　
　

⑵　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　
　

⑶ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑷　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
村
田
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
元
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土

木
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

築
館
登
米
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

栗
原
市
築
館
字
新
後
沢
二
一
番
一
地
先
か
ら

同
市
築
館
字
新
後
沢
三
六
番
一
地
先
ま
で

前

四
二
・
五
〜

 

五
九
・
五

 

二
三
四
・
二

後

四
二
・
六
〜

 

六
一
・
五

 

二
三
四
・
二

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区

域
に
指
定
す
る
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

区　

域　

の　

所　

在　

地

建
築
物
の
構

造
の
規
制
に

必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事

項

縦
覧
場
所

上
鹿
野
東
沢

２

土
石
流

名
取
市
高
舘
吉
田
字
上
鹿
野
東
（
次
の
図
の

と
お
り
）

次
の
図
の
と

お
り

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
仙
台
土
木
事

務
所

上
鹿
野
東
沢

３

土
石
流

名
取
市
高
舘
吉
田
字
上
鹿
野
東
（
次
の
図
の

と
お
り
）

岩
口
沢－

１

土
石
流

名
取
市
高
舘
吉
田
字
上
鹿
野
東
（
次
の
図
の

と
お
り
）

岩
口
沢－

２

土
石
流

名
取
市
高
舘
吉
田
字
上
鹿
野
東
（
次
の
図
の

と
お
り
）

那
智
が
丘
沢

土
石
流

名
取
市
那
智
が
丘
五
丁
目
（
次
の
図
の
と
お

り
）

大
門
山
沢

土
石
流

名
取
市
高
舘
熊
野
堂
字
大
門
山
（
次
の
図
の

と
お
り
）

西
里
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

名
取
市
植
松
四
丁
目
（
次
の
図
の
と
お
り
）

相
互
台

急
傾
斜
地

の
崩
壊

名
取
市
相
互
台
二
丁
目
、
相
互
台
一
丁
目
、

高
舘
熊
野
堂
字
大
沢
、
高
舘
熊
野
堂
字
大
沢

中
（
次
の
図
の
と
お
り
）

長
畑

急
傾
斜
地

の
崩
壊

名
取
市
高
舘
川
上
字
長
畑
（
次
の
図
の
と
お

り
）
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西
真
坂

急
傾
斜
地

の
崩
壊

名
取
市
高
舘
吉
田
字
西
真
坂
（
次
の
図
の
と

お
り
）

大
門
山

急
傾
斜
地

の
崩
壊

名
取
市
高
舘
熊
野
堂
字
大
門
山
（
次
の
図
の

と
お
り
）

名
取
ヶ
丘
の

１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

名
取
市
名
取
が
丘
一
丁
目
、
名
取
が
丘
四
丁

目
、
箱
塚
一
丁
目
（
次
の
図
の
と
お
り
）

谷
津
山

急
傾
斜
地

の
崩
壊

名
取
市
名
取
が
丘
三
丁
目
、
飯
野
坂
七
丁
目

（
次
の
図
の
と
お
り
）

岩
沢

急
傾
斜
地

の
崩
壊

名
取
市
愛
島
塩
手
字
岩
沢
（
次
の
図
の
と
お

り
）

宿
東
沢

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
石
坂
山
（
次
の

図
の
と
お
り
）

次
の
図
の
と

お
り

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
大
河
原
土
木

事
務
所

東
宝
田
沢

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
東
宝
田
（
次
の

図
の
と
お
り
）

西
宝
田
沢－

１

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
西
宝
田
（
次
の

図
の
と
お
り
）

西
宝
田
沢－

２

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
西
宝
田
（
次
の

図
の
と
お
り
）

宿
南
沢
１

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
西
宝
田
（
次
の

図
の
と
お
り
）

宿
南
沢
２

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
西
宝
田
（
次
の

図
の
と
お
り
）

宿
南
沢
３

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
西
宝
田
（
次
の

図
の
と
お
り
）

宿
南
沢
４

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
草
井
刈
（
次
の

図
の
と
お
り
）

宿
南
沢
５

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
草
井
刈
（
次
の

図
の
と
お
り
）

宿
南
沢
７

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
草
井
刈
（
次
の

図
の
と
お
り
）

宿
南
沢
８

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
草
井
刈
（
次
の

図
の
と
お
り
）

宿
南
沢
10

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
草
井
刈
（
次
の

図
の
と
お
り
）

上
音
無
沢
２

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
上
音
無
（
次
の

図
の
と
お
り
）

上
音
無
沢
３

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
上
音
無
（
次
の

図
の
と
お
り
）

末
沢
西
沢

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
末
沢
（
次
の
図

の
と
お
り
）

支
倉
台
沢
１

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
川
尻
山
（
次
の

図
の
と
お
り
）

支
倉
台
沢
２

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
東
山
（
次
の
図

の
と
お
り
）

支
倉
沢
１

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
東
山
（
次
の
図

の
と
お
り
）

支
倉
沢
３

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
中
平
山
（
次
の

図
の
と
お
り
）

支
倉
沢
５

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
中
平
山
（
次
の

図
の
と
お
り
）

支
倉
沢
６

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
中
平
山
（
次
の

図
の
と
お
り
）

釜
房
山
南
沢

１

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
鍛
冶
谷
山
（
次

の
図
の
と
お
り
）

釜
房
山
南
沢

２

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
鍛
冶
谷
山
（
次

の
図
の
と
お
り
）

釜
房
山
南
沢

３

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
鍛
冶
谷
山
（
次

の
図
の
と
お
り
）

槻
木
東
沢
１

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
槻
木
（
次
の
図

の
と
お
り
）

槻
木
東
沢
２

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
槻
木
（
次
の
図

の
と
お
り
）

槻
木
沢

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
槻
木
（
次
の
図

の
と
お
り
）

手
代
塚
山
西

沢

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
手
代
塚
山
（
次

の
図
の
と
お
り
）

キ
ツ
ネ
ク
ボ

沢

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
松
葉
森
山
（
次

の
図
の
と
お
り
）

腹
帯
沢

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
松
葉
森
山
（
次

の
図
の
と
お
り
）

立
石
沢

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
今
宿
字
北
沢
山
（
次
の

図
の
と
お
り
）

大
塚
沢

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
今
宿
字
湯
坪
（
次
の
図

の
と
お
り
）

湯
坪
沢

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
今
宿
字
湯
坪
（
次
の
図

の
と
お
り
）

上
ノ
台
沢

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
今
宿
字
湯
坪
（
次
の
図

の
と
お
り
）

野
上
沢

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
今
宿
字
野
上
町
（
次
の

図
の
と
お
り
）
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日
向
沢
１

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
今
宿
字
道
下
（
次
の
図

の
と
お
り
）

日
向
沢
２

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
今
宿
字
道
下
（
次
の
図

の
と
お
り
）

下
原
北
沢
１

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
今
宿
字
薬
師
堂
山
根
下

（
次
の
図
の
と
お
り
）

下
原
北
沢
２

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
今
宿
字
薬
師
堂
山
根
下

（
次
の
図
の
と
お
り
）

下
原
北
沢
３

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
今
宿
字
薬
師
堂
山
根
下

（
次
の
図
の
と
お
り
）

腰
田
沢

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
川
内
字
西
山
（
次
の
図

の
と
お
り
）

中
ノ
小
谷
沢

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
川
内
字
柳
生
川
（
次
の

図
の
と
お
り
）

下
石
丸
沢
１

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
川
内
字
中
原
（
次
の
図

の
と
お
り
）

下
石
丸
沢
２

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
川
内
字
中
原
（
次
の
図

の
と
お
り
）

下
石
丸
沢
３

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
川
内
字
中
原
（
次
の
図

の
と
お
り
）

下
石
丸
沢
４

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
川
内
字
中
原
（
次
の
図

の
と
お
り
）

下
石
丸
沢
５

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
川
内
字
中
原
（
次
の
図

の
と
お
り
）

赤
沢
山
沢

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
赤
沢
山
（
次
の

図
の
と
お
り
）

川
窪
北
沢
２

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
川
窪
（
次
の
図

の
と
お
り
）

栃
原
沢
１

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
本
砂
金
字
栃
原
（
次
の

図
の
と
お
り
）

栃
原
沢
２

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
本
砂
金
字
栃
原
（
次
の

図
の
と
お
り
）

栃
原
沢
３

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
本
砂
金
字
栃
原
（
次
の

図
の
と
お
り
）

栃
原
沢
４

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
本
砂
金
字
栃
原
（
次
の

図
の
と
お
り
）

上
音
無
沢
４

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
八
幡
（
次
の
図

の
と
お
り
）

八
幡
沢

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
八
幡
（
次
の
図

の
と
お
り
）

清
水
沢

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
清
水
（
次
の
図

の
と
お
り
）

山
口
沢

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
山
口
（
次
の
図

の
と
お
り
）

山
崎
沢

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
山
崎
（
次
の
図

の
と
お
り
）

末
沢
下
沢

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
末
沢
下
（
次
の

図
の
と
お
り
）

末
沢
東
沢
１

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
宮
脇
上
（
次
の

図
の
と
お
り
）

宮
ノ
脇
東
沢

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
滝
前
（
次
の
図

の
と
お
り
）

仁
田
子
沢

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
仁
田
子
（
次
の

図
の
と
お
り
）

大
石
田
沢

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
大
石
田
（
次
の

図
の
と
お
り
）

蟹
子
沢

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
鹿
塚
（
次
の
図

の
と
お
り
）

釜
房
山
南
沢

４

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
小
野
字
万
太
郎
山
（
次

の
図
の
と
お
り
）

釜
房
山
南
沢

５

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
小
野
字
万
太
郎
山
（
次

の
図
の
と
お
り
）

釜
房
山
南
沢

６

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
小
野
字
万
太
郎
山
（
次

の
図
の
と
お
り
）

北
向
沢
２

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
鳥
屋
沢
山
（
次

の
図
の
と
お
り
）

内
林
山
沢

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
内
林
山
（
次
の

図
の
と
お
り
）

大
森
南
山
沢

１

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
大
森
南
山
（
次

の
図
の
と
お
り
）

大
森
南
山
沢

２

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
大
森
南
山
（
次

の
図
の
と
お
り
）

大
森
南
山
沢

３

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
大
森
南
山
（
次

の
図
の
と
お
り
）

大
森
南
山
沢

４

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
大
森
南
山
（
次

の
図
の
と
お
り
）

浪
形
沢
１

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
浪
形
（
次
の
図

の
と
お
り
）

浪
形
沢
２

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
浪
形
（
次
の
図

の
と
お
り
）
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浪
形
沢
３

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
浪
形
（
次
の
図

の
と
お
り
）

浪
形
沢
７

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
浪
形
（
次
の
図

の
と
お
り
）

浪
形
沢
４

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
浪
形
（
次
の
図

の
と
お
り
）

浪
形
沢
５

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
浪
形
（
次
の
図

の
と
お
り
）

浪
形
沢
６

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
浪
形
（
次
の
図

の
と
お
り
）

土
橋
南
沢
１

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
今
宿
字
川
前
畑
（
次
の

図
の
と
お
り
）

土
橋
南
沢
２

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
今
宿
字
川
前
畑
（
次
の

図
の
と
お
り
）

土
橋
沢

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
今
宿
字
川
前
畑
（
次
の

図
の
と
お
り
）

土
橋
西
沢
１

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
今
宿
字
川
前
畑
（
次
の

図
の
と
お
り
）

土
橋
西
沢
２

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
今
宿
字
川
前
畑
（
次
の

図
の
と
お
り
）

土
橋
西
沢
３

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
今
宿
字
川
前
畑
（
次
の

図
の
と
お
り
）

土
橋
西
沢
４

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
今
宿
字
川
前
畑
（
次
の

図
の
と
お
り
）

湯
坪
東
沢

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
今
宿
字
田
中
（
次
の
図

の
と
お
り
）

黒
森
山
沢
１

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
小
野
字
黒
森
山
（
次
の

図
の
と
お
り
）

黒
森
山
沢
２

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
小
野
字
黒
森
山
（
次
の

図
の
と
お
り
）

黒
森
山
沢
５

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
小
野
字
黒
森
山
（
次
の

図
の
と
お
り
）

川
窪
北
沢
１

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
大
倉
山
（
次
の

図
の
と
お
り
）

中
内
野
沢
１

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
本
砂
金
字
中
内
野
（
次

の
図
の
と
お
り
）

坂
下
沢
１

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
本
砂
金
字
坂
下
（
次
の

図
の
と
お
り
）

東
内
野
沢
２

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
本
砂
金
字
東
内
野
（
次

の
図
の
と
お
り
）

東
内
野
沢
１

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
本
砂
金
字
東
内
野
（
次

の
図
の
と
お
り
）

殿
上
山

急
傾
斜
地

の
崩
壊

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
八
幡
（
次
の
図

の
と
お
り
）

宿
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
宿
（
次
の
図
の

と
お
り
）

宿
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
宿
（
次
の
図
の

と
お
り
）

滝
前

急
傾
斜
地

の
崩
壊

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
滝
前
（
次
の
図

の
と
お
り
）

倉
ノ
森
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
倉
ノ
森
裏
山

（
次
の
図
の
と
お
り
）

倉
ノ
森
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
倉
ノ
森
（
次
の

図
の
と
お
り
）

山
崎

急
傾
斜
地

の
崩
壊

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
山
崎
（
次
の
図

の
と
お
り
）

大
森
南
山

急
傾
斜
地

の
崩
壊

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
大
森
南
山
（
次

の
図
の
と
お
り
）

浪
形
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
浪
形
（
次
の
図

の
と
お
り
）

浪
形
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
浪
形
（
次
の
図

の
と
お
り
）

浪
形
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
浪
形
（
次
の
図

の
と
お
り
）

浪
形
の
４

急
傾
斜
地

の
崩
壊

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
浪
形
（
次
の
図

の
と
お
り
）

浪
形
の
５

急
傾
斜
地

の
崩
壊

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
浪
形
（
次
の
図

の
と
お
り
）

松
葉
森
山
の

２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
松
葉
森
山
（
次

の
図
の
と
お
り
）

浪
形
の
６

急
傾
斜
地

の
崩
壊

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
浪
形
（
次
の
図

の
と
お
り
）

八
幡

急
傾
斜
地

の
崩
壊

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
八
幡
（
次
の
図

の
と
お
り
）

山
崎
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
日
向
（
次
の
図

の
と
お
り
）

荒
羽
賀

急
傾
斜
地

の
崩
壊

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
川
内
字
荒
羽
賀
（
次
の

図
の
と
お
り
）

大
森

急
傾
斜
地

の
崩
壊

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
大
森
（
次
の
図

の
と
お
り
）
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松
葉
森
山
の

１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
松
葉
森
山
（
次

の
図
の
と
お
り
）

中
峯
山

急
傾
斜
地

の
崩
壊

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
中
峯
山
（
次
の

図
の
と
お
り
）

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
三
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
指
定
す
る
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

区　

域　

の　

所　

在　

地

縦　

覧　

場　

所

東
真
坂
沢

土
石
流

名
取
市
高
舘
吉
田
字
東
真
坂
（
次
の
図
の
と

お
り
）

宮
城
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び

宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所

上
鹿
野
東
沢

１

土
石
流

名
取
市
高
舘
吉
田
字
上
鹿
野
東
（
次
の
図
の

と
お
り
）

余
方
下
沢

土
石
流

名
取
市
高
舘
熊
野
堂
字
余
方
下
（
次
の
図
の

と
お
り
）

小
畑
沢

土
石
流

名
取
市
高
舘
熊
野
堂
字
余
方
中
西
（
次
の
図

の
と
お
り
）

宿
南
沢
６

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
草
井
刈
（
次
の

図
の
と
お
り
）

宮
城
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
及
び

宮
城
県
大
河
原
土
木
事
務
所

宿
南
沢
９

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
草
井
刈
（
次
の

図
の
と
お
り
）

上
音
無
沢
１

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
上
音
無
（
次
の

図
の
と
お
り
）

支
倉
沢
２

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
中
平
山
（
次
の

図
の
と
お
り
）

支
倉
沢
４

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
中
平
山
（
次
の

図
の
と
お
り
）

下
原
南
沢
１

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
槻
木
（
次
の
図

の
と
お
り
）

下
原
南
沢
２

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
槻
木
（
次
の
図

の
と
お
り
）

殿
上
山
沢

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
八
幡
（
次
の
図

の
と
お
り
）

末
沢
東
沢
２

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
宮
脇
上
（
次
の

図
の
と
お
り
）

中
内
野
沢
２

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
本
砂
金
字
中
内
野
（
次

の
図
の
と
お
り
）

坂
下
沢
２

土
石
流

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
本
砂
金
字
坂
下
（
次
の

図
の
と
お
り
）

滝
塚
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
滝
塚
（
次
の
図

の
と
お
り
）

滝
塚
の
２

急
傾
斜
地

の
崩
壊

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
滝
塚
（
次
の
図

の
と
お
り
）

小
屋
舘
山

急
傾
斜
地

の
崩
壊

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
小
屋
舘
山
（
次

の
図
の
と
お
り
）

大
石
田

急
傾
斜
地

の
崩
壊

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
大
石
田
（
次
の

図
の
と
お
り
）

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
四
号

　

大
和
町
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
元
年
五
月
十
三
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

山　
　

口　
　

浩　
　

徳　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
四
十
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
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㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

　

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

遠
藤
あ
き
お
後
援
会

鈴
木　

利
次

斎
藤　

信
威

多
賀
城
市
八
幡
一－

四－

九

平
成
三
十
一
年

 

四
月
二
十
三
日

小
野
寺
淳
一
後
援
会

小
野
寺
淳
一

小
野
寺
望
未

仙
台
市
宮
城
野
区
福
室
二－

八－

一
一

平
成
三
十
一
年

 

四
月
一
日

鈴
木
宏
後
援
会

菅
井　
　

仁

平
岡　

良
一

柴
田
郡
村
田
町
大
字
村
田
字
松
崎
六
一

－

一

平
成
三
十
一
年

 

四
月
九
日

辻
畑
め
ぐ
み
後
援
会

吉
川　
　

弘

菅
野　

友
子

塩
竈
市
玉
川
二－

二－

六

平
成
三
十
一
年

 

四
月
二
十
三
日

２
０
３
０
年
の
仙
台
を

考
え
る
会

千
葉　

修
平

千
葉　

修
平

仙
台
市
太
白
区
八
木
山
南
四－

六－

八

平
成
三
十
一
年

 

四
月
十
九
日

村
上
お
さ
む
後
援
会

鈴
木　

幸
男

村
上　

雅
子

富
谷
市
富
ケ
丘
三－

一
五－

五

平
成
三
十
一
年

 

四
月
一
日

〇
宮
選
管
告
示
第
四
十
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治
団

体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

㈠　

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

自
由
民
主
党
名
取
市
支

部

相
澤　
　

雅

会
計
責
任
者

の

氏

名

村
上　

久
仁

森
屋　

東
蔵

平
成
三
十
一
年

 
四
月
二
日

自
由
民
主
党
加
美
町
支

部

皆
川
章
太
郎

会
計
責
任
者

の

氏

名

畠
山　
　

哲

畠
山　

智
史

平
成
三
十
一
年

 

四
月
一
日

㈡　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代

表

者

の

氏

名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

安
住
と
し
ゆ
き
後
援
会

安
住　

稔
幸

会
計
責
任
者

の

氏

名

大
友
三
津
枝

森　

金
五
郎

平
成
三
十
一
年

 

四
月
二
日

一
條
芳
弘
後
援
会

一
條　

芳
弘

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の

区

分

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体
以
外
の
政

治
団
体

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
一
号
及

び
第
二
号
に
係
る

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体

平
成
三
十
年

 

十
二
月
三
十
一
日

伊
藤
淳
後
援
会

小
杉　

久
男

政
治
団
体
の

名

称

伊
藤
淳
後
援
会

伊
藤
淳
後
援
会

（
１
２
０
％
の
会
）
平
成
三
十
一
年

 

三
月
十
六
日

代
表
者
の

氏

名

小
杉　

久
男

中
鉢　
　

茂

猪
股
洋
文
後
援
会

大
山　
　

匡

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

加
美
郡
加
美
町
字

矢
越
二
七
七－

一

加
美
郡
加
美
町
字

町
裏
一
〇
八－

四

平
成
三
十
一
年

 

四
月
三
日

郡
和
子
の
会

郡　
　

和
子

会
計
責
任
者

の

氏

名

佐
藤　

泰
憲

郡　
　

尚
徳

平
成
三
十
一
年

 

三
月
三
十
一
日

桜
井
や
す
し
後
援
会

櫻
井　
　

靖

代
表
者
の

氏

名

櫻
井　
　

靖

髙
橋　

辰
郎

平
成
三
十
一
年

 

四
月
一
日

自
由
民
主
党
宮
城
県
青

年
議
員
連
盟

長
谷
川　

敦

代
表
者
の

氏

名

長
谷
川　

敦　

佐
藤　

光
樹

平
成
三
十
一
年

 

四
月
十
六
日

会
計
責
任
者

の

氏

名

横
山　

隆
光

村
上　

智
行

菅
原
福
治
後
援
会

立
古　

守
男

代
表
者
の

氏

名

立
古　

守
男

菅
原　

祝
子

平
成
三
十
一
年

 

四
月
二
十
日

高
橋
け
い
後
援
会

時
田
久
仁
夫

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

加
美
郡
加
美
町
字

旧
舘
一－

六
九－

一
〇

加
美
郡
加
美
町
字

矢
越
二
七
七－

一

平
成
三
十
一
年

 

四
月
一
日

日
本
臨
床
検
査
技
師
連

盟
宮
城
県
支
部

佐
藤　
　

誠

会
計
責
任
者

の

氏

名

渡
辺
さ
ち
子

阿
部
美
彌
子

平
成
三
十
一
年

 

四
月
一
日

ゆ
さ
み
ゆ
き
応
援
団

遊
佐
美
由
紀

会
計
責
任
者

の

氏

名

浅
見　

典
彦

茂
泉　

貞
夫

平
成
三
十
一
年

 

三
月
二
十
五
日

吉
田
け
い
後
援
会

星　
　

明
朗

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

加
美
郡
加
美
町
字

南
町
一
〇
五－

一

加
美
郡
加
美
町
字

南
町
九
六－

一

平
成
三
十
一
年

 

三
月
二
十
六
日

〇
宮
選
管
告
示
第
四
十
七
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
政
治

団
体
が
解
散
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

㈠　

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

　
　
　
　
　

政　

治　

団　

体　

の　

名　

称

代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　

解
散
年
月
日

石
山
け
い
き
後
援
会

石
山　

敬
貴

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
五
日

新
杜
の
都
・
仙
台
を
考
え
る
会

柿
沼　

敏
万

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日

「
真
山
祐
一
」
沢
中
応
援
団

袖
澤　

勝
義

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日

村
上
俊
一
後
援
会

村
上　

麗
子

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日



（9）　令和元年５月21日　火曜日 第５号宮　　城　　県　　公　　報

〇
宮
選
管
告
示
第
四
十
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
三
十
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
四
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
三
十
一
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
五
十
号

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
資
金
管
理
団
体
）

新
杜
の
都
・
仙
台
を
考
え
る
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
　
柿
沼
　
敏
万

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
　
仙
台
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日
　
31. ３

. 27（
31. ３

. 31解
散
）

１
　
収
入
総
額

873 

　
　
　
前
年
繰
越
額

873 

２
　
支
出
総
額

873 

３
　
支
出
の
内
訳

　
　
経
常
経
費

873 

　
　
　
事
務
所
費

873 

石
山
け
い
き
後
援
会

報
告
年
月
日
　
31. ３

. 26（
31. ３

. 25解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0

「
真
山
祐
一
」
沢
中
応
援
団

報
告
年
月
日
　
31. ３

. 29（
31. ３

. 31解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

村
上
俊
一
後
援
会

報
告
年
月
日
　
31. ２

. 20（
31. ３

. 31解
散
）

１
　
収
入
総
額

83,753 

　
　
　
前
年
繰
越
額

83,753 

２
　
支
出
総
額

0 

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
単
位
：
円
）

（
資
金
管
理
団
体
）

新
杜
の
都
・
仙
台
を
考
え
る
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
　
柿
沼
　
敏
万

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
　
仙
台
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日
　
31. ４

. ８
（
31. ３

. 31解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

（
そ
の
他
の
政
治
団
体
）

石
山
け
い
き
後
援
会

報
告
年
月
日
　
31. ３

. 26（
31. ３

. 25解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

「
真
山
祐
一
」
沢
中
応
援
団

報
告
年
月
日
　
31. ４

. ４
（
31. ３

. 31解
散
）

１
　
収
入
総
額

0 

２
　
支
出
総
額

0 

村
上
俊
一
後
援
会

報
告
年
月
日
　
31. ４

. ４
（
31. ３

. 31解
散
）

１
　
収
入
総
額

83,753 

　
　
　
前
年
繰
越
額

83,753 

２
　
支
出
総
額

0 



第５号　令和元年５月21日　火曜日 （10）宮　　城　　県　　公　　報
　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
を
異
動
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

資
金
管
理
団

体
の
届
出
を

し
た
者
の
氏

名

資
金
管
理
団
体
の

名　
　
　
　
　

称

異
動
事
項

新

旧

　

異
動
年
月
日

一
條　

芳
弘

一
條
芳
弘
後
援
会

公
職
の
種
類

柴
田
町
議
会
議
員

衆
議
院
議
員

平
成
三
十
年

 

十
二
月
三
十
一
日

〇
宮
選
管
告
示
第
五
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

 
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
委
員
長　
　

伊　
　

東　
　

則　
　

夫　
　
　

㈠　

法
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
よ
る
届
出

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

資
金
管
理
団
体
で
な
く

な
っ
た
年
月
日　
　
　

柿
沼　

敏
万

新
杜
の
都
・
仙
台
を
考
え
る
会

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日

収
用
委
員
会

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
13号

　
県
道
石
巻
鮎
川
線
十
八
成
浜
事
件
に
つ
い
て
，
土
地
収
用
法
（
昭
和
26年

法
律
第
219号

）
第
66条

第
３
項
の
規
定

に
よ
り
送
達
す
べ
き
次
の
書
類
は
，
当
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
保
管
し
て
あ
る
の
で
，
来
局
の
上
そ
の
交
付
を
受
け

て
く
だ
さ
い
。

　
　
令
和
元
年
５
月
21日

 
宮
城
県
収
用
委
員
会
　
　
　

１
　
送
達
す
べ
き
書
類

　
　
令
和
元
年
５
月
15日
付
け
宮
収
号
外
通
知
文

　
　
平
成
31年
４
月
26日
付
け
権
利
取
得
裁
決
書
及
び
明
渡
裁
決
書

２
　
送
達
を
受
け
る
べ
き
者

　
　
近
藤
ふ
み
の
　
住
所
及
び
常
居
所
不
明


